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１．最高裁判決後の認定申請者・新保健手帳申請者数等の状況について 

 

   ① 最高裁判決後の公健法認定申請者数（未処分者数）  

                         7,082件（９月30日現在） 

② 新保健手帳の交付状況                  24,218件（９月30日現在） 

③ 現在係属されている損害賠償請求訴訟の状況 

    17年10月 不知火患者会訴訟 (原告)1,879人(被告)国・熊本県・チッソ 

19年４月  新潟水俣病第３次訴訟(原告)17人(被告)国・新潟県・昭和電工 

19年10月 水俣病被害者互助会訴訟 (原告)９人(被告)国・熊本県・チッソ 

21年６月  新潟水俣病第４次訴訟(原告)27人(被告)国・昭和電工 

 

※ この他、水俣病認定申請棄却処分取消訴訟等が３件提訴されている。 

  ④ 関係県市の認定審査会の審査状況 

    ・熊 本 県   19年３月に再開、以後19年５月・７月、21年２月・６月・

７月・10月に開催 

    ・鹿児島県  20年12月に再開（１回限り） 

    ・新潟県･市  19年３月に再開、以後19年12月、20年12月、21年４月に

開催 

 

２．水俣病問題の取組の現状について 

 

① 特措法に基づく救済策の検討 

 平成21年7月15日に「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する

特別措置法」が公布・施行され、現在、同法に基づく救済措置の方針につい

て、被害者団体等のご意見を聞いているところ。 

②  水俣病発生地域の地域づくり対策 

  水俣病被害者、ご家族、地域住民が安心して暮らしていけるよう水俣病発生

地域における医療・福祉対策を推進するとともに、水俣病発生地域の再生・

融和（もやい直し）を推進しているところ。 

 

水俣病対策の現状について 



 

１．石綿健康被害救済法に基づく認定の状況について（平成21年9月29日現在） 

医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（累計）：5468件 

うち、中皮腫4831件、肺がん637件 

 

２．石綿健康被害救済制度の在り方について（諮問） 

（１）諮問について 

石綿健康被害救済制度の在り方について、平成21 年10 月26 日付で環境大臣よ

り、中央環境審議会の意見を求める旨の諮問を行ったところ。 

（諮問事項） 

石綿健康被害救済制度の在り方について 

１．石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について 

２．今後の石綿健康被害救済制度の在り方について 

（諮問の背景） 

現在、石綿健康被害救済法の救済給付の対象となる指定疾病は、中皮腫及び肺が

んの２つであるが、法制定時の衆・参環境委員会の附帯決議において、「指定疾病

については、中皮腫及び肺がん以外の疾病についても被害の実態の把握に努め、必

要に応じて対象に加えること」とされているほか、平成 18 年の中央環境審議会答

申においても「その他の疾病については、・・今後、さらに知見を収集し、その取

扱いについて検討していくことが適当」とされているところである。これを受けて、

石綿肺を始めとするその他の疾病について、「石綿による健康被害に係る医学的事

項に関する検討会」報告書など、これまでの知見の収集の結果を踏まえ、その取扱

いについて検討を行う必要がある。 

また、法の附則においては、施行後５年以内（平成22年度内）に、施行状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこととされていること

から、石綿健康被害救済制度全体の施行の状況について評価・検討を行うとととも

に、必要な見直しを検討する必要がある。 

 

（２）石綿健康被害救済小委員会の設置について 

  上記の諮問事項の審議を行うため、環境保健部会の下に石綿健康被害救済小委員

会を設置することが、平成21年10月28日に開催された第22回環境保健部会にお

いて了承された。 

（スケジュール）  

今後、まず、11月以降に本小委員会を数回開催し、指定疾病の追加について審議

いただく。制度全体の見直しについては、平成 22 年４月以降に数回開催し、審議

いただく。  

石綿健康被害救済制度に係る新たな諮問について 



 

１．化学物質審査規制法の改正の経緯 

○平成18年11月、中央環境審議会へ「今後の化学物質環境対策の在り方について」

を諮問。 

○平成20年12月に、すべての化学物質について、毎年度その数量等を届け出る義務

を課すこと等により、既存化学物質を含めた包括的管理制度を導入するとともに、

国際条約で新たに規制対象となった物質について、条約で許容される例外的使用を

厳格な管理の下で認めるため本法を見直すことが適当とする答申が行われた。 

○ これを受け、改正法案を平成21年2月24日に閣議決定し、同年5月20日に公布。 

 

 

２．化学物質審査規制法施行令の改正の経緯 

○平成21 年6月及び7 月に、中央環境審議会へ「残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律に基づく追加措置について」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律に基づく第二種特定化学物質の表示義務及び技術上の指針の対象となる製品の

指定について」を諮問。 

○同年7月1日及び7月30日に、ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）等12物

質の第一種特定化学物質への追加等が適当とする答申が行われた。 

○これを受け、改正施行令を同年10月27日に閣議決定。 

 

 

３．今後の対応について 

環境省としては、化学物質審査規制法及び施行令改正を受け、その円滑な運用に

向け、厚生労働省及び経済産業省とともに、省令の改正等、所要の措置を講ずる予

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質審査規制法及び施行令の改正等について 



 

１．事業の背景 

近年、子どもたちの心身の異常が増加している。 

◇小学生のぜん息罹患率   0.5％（1960年） → 4％（2007年） 

◇男性性器異常(百万人当たり) 174人（1974年） → 418人（2000年） 

◇小児肥満          6％（1977年） → 10％（2006年） 

こうした子どもの発達異常の原因として、環境中の微量な化学物質による影響の可

能性が専門家の間で指摘されている。 

国際的には、本年（2009年）４月のＧ８環境大臣会合において、各国が連携して子

供の健康と環境に関する調査研究を進めていくことが合意された。我が国はこの問題

の重要性を訴え、「子どもの健康と環境に関する全国調査」を開始予定であることを

報告した。５月の日米環境大臣会合では、本年より 10 万人規模の調査を先行開始し

ている米国と緊密な連携を図って進めていくことを合意した。 

 

２．事業計画 

環境中の化学物質が子どもの健康に与える影響を明らかにするため、平成 22 年度

より10万人規模の全国調査を開始する。 

本調査では、妊産婦の協力を得て、母体血、臍帯血、母乳等に含まれる化学物質を

測定するとともに、その子どもの健康状態を 13 歳まで追跡調査する。調査で得られ

た生体試料は長期的に冷凍保存し、将来的な調査研究にも備える。 

本調査は、環境省の企画立案の下に国立環境研究所が実施機関となり、全国約 10

か所の大学医学部の協力を得て実施する。調査期間は、３年間のリクルート期間と胎

児期から13歳になるまでの追跡期間を通算し、平成22年度から平成36年度までの1

5年間を予定している。 

 

３．施策の効果 

 本事業を実施することで、以下の直接及び波及効果が期待される。 

 ①子どもの健康に影響を与える環境要因の解明と健康の増進 

 ②子どもは化学物質などの影響を受けやすいためリスク管理体制を強化 

 ③安心・安全な子育て環境の実現と少子化対策への貢献 

 ④21世紀のカギを握るライフサイエンス分野における国際競争力の確保 

 

子どもの健康と環境に関する取組みについて 


